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山翠楼 【対応例】 

令和６年９月 30日までに発行された券（以下

Ａ）、同年 10月１日以降に発行された券（以下

Ｂ）の利用について、以下の使用例をご参照く

ださい。 

 

＜例１＞ 宿泊人数：１名、１泊２日、宿泊料

金:８万円で、Ｂのみをお持ちの場合 

⇒Ｂは５万円分まで利用可能のため、残額３万

円については自己負担。 

 

 

＜例２＞ 宿泊人数：３名、１泊２日、宿泊料

金：15万円で、Ｂをお持ちの場合 

⇒Ｂは 15万円分まで利用可能。 

 

 

＜例３＞ 宿泊人数：２名、１泊２日、宿泊料

金：15万円で、Ａを３万円分とＢを

お持ちの場合 

⇒Ｂは 10万円分まで利用可能のため、差し引き

５万円のうち、Ａの３万円分を引いた残額２万

円については自己負担。 

 

 

＜例４＞ 宿泊人数：２名、２泊３日、宿泊料

金：26万円の場合 

⇒Ｂは 20万円分まで利用可能のため、残額６万

円についてはＡを利用もしくは自己負担。 
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